
第三分科会  １ 

標題     地籍整備型土地区画整理事業を活用した平松本町第三地区の既成市街地の改善 

氏名（所属） 宇都宮市 都市整備部 東部区画整理事業課  飯塚 由貴雄 

１ はじめに 

 当地区はＪＲ宇都宮駅から南東へ約2.5ｋｍに 

位置し，宇都宮東部土地区画整理事業区域３２１ 

ｈaの区域内の一部で面積約３．９haの地区であ 

る。 

 昭和４７年の都市計画決定後，減歩による負担 

が大きい等の理由により，反対運動が起こり，昭 

和５０年に事業が一時休止となった。 

その後，当地区周辺では，住環境の改善を求め 

る住民の機運が高まり，昭和５６年に簗瀬・下栗 

地区の組合施行を皮切りに順次，合意形成が図ら 

れた地区から土地区画整理事業が着手されており， 

現在は当地区を含め３地区で公共施行が実施され 

ている。 

                              

２ 現状と課題                

当地区は，従来からの既存宅地と民間により開 

発された住宅地が混在している状況であり，特に 

道路等の公共施設や，下水道が未整備であること 

から，生活環境の改善が必要な地区である。 

また，地区内の東側において，地区界沿いに水路・青地の法定外公共物が存しており，水路については

現況機能を有しているが，青地については，これまでの長い年月の経過とともに機能が失われ，現況は隣

接者が使用しており，地籍の混乱が生じている。その結果，境界トラブルの発生や土地取引が困難となる

など，土地の流動化が進まないといった事態が懸念されている。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

   地区の現況写真                 

１） 道路が狭いため， 

災害時の緊急車両の 

通行等に支障を来た 

す恐れがある。 

２）雨水排水施設が 

未整備なため，降雨 

のたびに水溜りが 

生じている。 



第三分科会  ２ 

３ 地籍整備型土地区画整理事業の活用 

 前記の課題解決に向けて，公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るため，土地区画整理の実施に向

けて整備計画や整備手法について地元住民と検討を進めてきた。 

しかし，当地区は既存建物が多く，今まで行われてきた碁盤の目のような画一的な土地区画整理手法で

は公共施設の再編やボリューム拡充をドラスティックに行うと事業費が増大になること，また，減歩率の

増大や建物等移転に伴う精神的苦痛により，権利者との合意形成を図るうえでは，かなりのリスクが伴う

ことから，通常の土地区画整理の事業化は困難な状況であった。 

 そこで，平成２０年７月に国土交通省が策定した柔らかい区画整理のメニューのひとつである「地籍整

備型土地区画整理事業による柔軟な運用の考え方」を活用し事業実施の検討を始め，平成２１年３月より

地元説明会を開催した中で，住民の合意形成が図られ，平成２２年１１月に県の事業認可を取得したとこ

ろである。 

 

４ 平松本町第三土地区画整理事業の実施 

(1)事業の経緯 

昭和４７年１２月  宇都宮東部土地区画整理事業（321ha）都市計画決定 

 平成１４年 ８月  平松本町A・B地区 地域づくり会発足 

          ※B地区がやがて平松本町第三地区に名称変更 

 平成２２年１１月  事業認可，事業計画の決定 

 平成２４年 ２月  第１回仮換地指定 

 平成２４年 ３月  起工式典，工事着手 

 平成２４年 ５月  事業計画(第１回変更) 

(2)事業の概要 

 事業名称 宇都宮都市計画事業平松本町第三土地区画整理事業 

 施 行 者 宇都宮市 

 施行面積 ３．９ｈａ 

 施行期間 平成２２年度～平成２６年度 

 総事業費 約７億円 

 減 歩 率 合 算 減 歩  ３．９９％ 

      公 共 減 歩  ３．８６％ 

      保留地減歩   ０．１３％ 

(3)計画の概要 

 ①地区内権利者数（平成２２年） 

  地区内人口   ２５５人 

  地区内人口密度  ６５人／ha 

  土地所有者数   ７３人  

借地権者数     ３人 

  筆数      １５８筆 

  計画人口    ３１０人 

 ②市街化の現状 

  市街化率     ８７％ 

  建築物戸数    ８２戸 

  要移転戸数    １５戸 

  移転率      １８％ 
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(4)設計の方針 

①土地利用計画 

本地区の用途地域は，地区北側が第１種中 

高層住居専用地域，それ以南については第１ 

種住居地域に指定されており，本計画におい 

てもこれに準拠するものとし，地区全般的に 

住宅地として計画する。 

 

②人口計画 

 本地区の計画人口は，３１０人(人口密度 

８０人／ｈａ)を目標とする。 

 

③公共施設計画 

 イ）道路計画 

 道路計画については，地区南側を東西に通

過する市道５２７７号線（旧主要地方道宇都

宮・真岡線）を現況８ｍの幅員のまま準幹線

道路と位置づけ，それに連絡する市道２３３

１号線及び民間開発で整備された道路を活用

し，これを基幹として地区内部の骨格を形成           土地利用計画図 

する。                          

 また，各宅地への行き止まり道路は，現状の道路形態及び道路幅員４．０ｍを維持活用する計画であり，

地区内生活幹線道路は幅員６．０ｍを標準として拡幅する。 

 ロ）公園計画 

 公園計画については，隣接する平松本町第一地区及び下栗・平松本町地区の土地区画整理事業によって

整備された街区公園の誘致距離（２５０ｍ）内に含まれることから，公園計画としてはこれを活用するこ

ととし，地区内に街区公園は配置しない。 

 ハ）雨水排水計画 

 雨水排水計画については，現在の雨水流出状況及び宇都宮市公共下水道（雨水）計画においても当地区

全域が江川排水区に属していることから，雨水排水の放流先を一級河川江川として計画するが，河川が整

備されるまで流出量を調整して排水するものとする。 

 ニ）水路計画 

 水路計画については，既存水路幅員及び構造を確保することとし，現状において未整備部分の改良及び

築造整備を行うほか，現況の集中浄化槽用地については，調整池として整備する。 

 ホ）供給処理施設の整備計画 

  １）上水道 

  上水道の整備については，現状において宇都宮市上水道計画に基づき，地区全域に供給されており，

将来的にもこれを利用することから，本事業において整備及び負担金はない。 

  ２）下水道 

  下水道（汚水）の整備については，宇都宮市公共下水道計画に基づき，地区内全域を処理する。 

  ３）ガス 

  ガスの整備については，ガス会社との協議により地区全域に供給する。なお，本事業において負担金

を計上し，別途一般ガス事業により整備する。 

 ヘ）公益的施設の整備計画 

 小学校及び中学校については，地区外の横川東小学校，横川中学校の学区内になっており，将来的にも

既存施設で充足することから，本計画において新たな教育施設の整備計画はない。 
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(5)事業の主な特徴 

 ①低負担，低予算，短期間での事業実現 

 現道を活用することで，道路幅員を最小限とすることにより，建物等の移転を極力抑制し，公共施設整

備費の低減を図り事業期間の短縮を図るとともに，公園を設置しないことなどにより，低減歩を実現して

いる。 

 上記について計画するにあたっては，「地籍整備型土地区画整理事業による柔軟な運用の考え方」に基づ

き，区画道路幅員（６．０ｍ）や公園・緑地面積（施行地区面積の３％，計画人口 1人当たり３㎡）の技

術基準の緩和を適用している。 

 

②実測による基準地積の決定 

 一般的な土地区画整理事業では，登記簿面積を基準地積としているが，当地区はすべての土地を現位置

換地としていることから，権利者に境界の立会いを求めて，全宅地について実測した地積を基準地積とし

ている。 

 

 ③増換地を考慮した土地評価 

 当地区は，公共施設等の整備改善に伴い，公共施設の廃止又は変更により，一部の権利者においては従

前地以外（水路，青地等）の土地を換地の一部として増換地する特殊性がある。 

 そのため，権利者に多額な金銭負担（清算金徴収）を強いることになり，権利者の理解が得られず事業

への影響が懸念された。 

 そこで，権利者感情や公平性の観点から従前地以外の土地を増換地する宅地に限定して，清算金の軽減

を図ることを目的に当地区特有の土地評価を実施した。 

 具体的には，土地評価基準に条件換地（増換地する部分）を盛り込み，この部分について負担軽減を図

るため，周辺地区で施行している付保留地の処分価格を参考にして条件換地修正係数を設定し対応した。 

５ おわりに 

 当事業は，通常の土地区画整理事業とは異なり，基準地積の決定や地区の特性を活かした土地評価基準

等や換地設計基準の作成に苦慮したが，昨年１２月に換地設計案の供覧を経て，今年の２月に第１回目の

仮換地指定を行い，建物等移転や道路築造工事等を計画的に実施しているところである。 

 公図混乱を個人の力で解消することは，時間と多額の費用を強いることになり，大変困難なことであり，

同じような課題を抱えている他の地域においても当事業が解決の一助となれば幸いである。 

土地区画整理事業をとりまく環境は，人口減少，少子・高齢化社会への移行，経済の落ち込みなど，大

きく変化しているため，今後の市街地整備の方向性は「拡散型から集約型への転換」が求められている。 

これらに対応すべく，宇都宮市では，今後も多様で柔軟な市街地整備手法を更に活用し，全国に誇れる

事業を積極的に推進することにより，市民が誇りや愛着を持ち，将来にわたって「住んでよかった」と思

える都市の実現を目指していくことにしている。 

 全国的にも長期未着手の計画区域等において，同様の課題がある場合には，事業費低減や効率的な地元

合意形成，事業効果の早期発現の面で，この「地籍整備型」による計画・構想の再検討，施行区域の見直

し等により，効率的な事業計画が策定され，実現化することを期待している。 

 


